
当クリニックの歯科衛生士が
麻酔を打てるようになりました。

臨床歯科麻酔管理指導医の指示のもと

①患者様のお身体の状態や病態の変化を歯科医師が理解していること

②能力のある歯科衛生士に具体的な指示（判断基準、処置・検査・薬剤の

使用の内容等）を与えること

③トラブルが生じた場合のマニュアルの理解を徹底し、万が一、対応可能

な範囲を逸脱した場合には、早急に医師に連絡を取り、その指示が受けら

れる体制が整えられていること。

以上を徹底し、安全な歯科治療の提供に努めております。

※歯科医師による麻酔をご希望の際は、
お気軽にお申し付けください。

臨床歯科麻酔認定歯科衛生士

大野 里緒奈 ・ 吉川 晴香 ・ 能口 芽久

練習風景講習の様子

認定証はクリニック内にも
掲示しております。

認定証
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